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２０２３０６２１貿局第１号 

輸入注意事項２０２３第１１号 

経済産業省貿易経済協力局 

 
 

 
「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」（平成１９年３月

６日付け輸入注意事項１９第４号）の一部を改正する規程を次のとおり制定する。 

 
令和５年７月３日 

 
 
 
 

経済産業省貿易経済協力局長 木村 聡 
 
 
 
 

「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」の一部改

正について 
 
 
「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」（平成１９年３月

６日付け輸入注意事項１９第４号）の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正する。 

 
 

附 則 
この規程は、公布の日から施行する。 

 

 



（別紙） 
「ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について」の一部を改正する規程新旧対照表（傍線部分は改正部分） 
○ワシントン条約動植物及びその派生物の輸入の承認について（平成１９年３月６日付け輸入注意事項１９第４号） 

改 正 後 現   行 

 

３  輸入承認基準 

（１） （略） 

（２）１の（２）の①に該当するものの輸入は、（１）の基準に加え、次の条件が満た

された場合に認められる。 

①・②  （略） 

③ 生きているものの場合には、下表の左欄に掲げる種の区分ごとに、右欄に掲げ

る関係省から、これを収容し、その世話をするための適切な設備を有していると

認められた場合 

 

ワシントン条約の附属書による区分 関係省 

動

物

界 

①哺乳綱（食肉目（イタチ科ラッコ属、ア

シカ科、セイウチ科及びアザラシ科に限 

る。）、クジラ目及びジュゴン目を除

く。）  

②鳥綱 

③爬虫綱（ウミガメ科及びオサガメ科を除 

く。）  

④両生綱  

⑤節足動物門  

⑥環形動物門 

 

 

 

 

環境省自然環境局野生生物課 

（略） （略） 

植

物

界 

草本類 （略） 

木本類 農林水産省林野庁森林整備部 

森林利用課 

 

（３）～（５） （略） 

 

３  輸入承認基準 

（１） （略） 

（２）１の（２）の①に該当するものの輸入は、（１）の基準に加え、次の条件が満た

された場合に認められる。 

①・②  （略） 

③ 生きているものの場合には、下表の左欄に掲げる種の区分ごとに、右欄に掲げ

る関係省から、これを収容し、その世話をするための適切な設備を有していると

認められた場合 

 

ワシントン条約の附属書による区分 関係省 

動

物

界 

①哺乳綱（食肉目（イタチ科ラッコ属、ア

シカ科、セイウチ科及びアザラシ科に限 

る。）、クジラ目及びジュゴン目を除

く。）  

②鳥綱 

 

 

環境省自然環境局野生生物課 

③爬虫綱（ウミガメ科及びオサガメ科を除 

く。）  

④両生綱  

⑤節足動物門  

⑥環形動物門 

 

（略） （略） 

植

物

界 

草本類 （略） 

木本類 農林水産省林野庁森林整備部 

研究・保全課 

 

（３）～（５） （略） 

 
 


